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CIRCULAR 

組合員の皆様 

2020年 12月 4日 

 

米国カリフォルニア州油濁――油流出関連の違反に対する刑事罰を強化 

背景 

2020年 10月 12日発行の回覧でご案内したとおり、2021年 1月 1日からカリフォルニア州水域におけ
る船舶からの油濁損害について新たな罰金が適用されます。 

油濁損害の保険カバーについて 

国際 P&Iグループ（IG）のクラブは、今回の新法が油濁リスクの保険カバーに及ぼす潜在的な影響に
ついて検討してまいりました。IGクラブは、汚染者に対して非常に高額の罰金が科される可能性があ
ることを認識している一方、今回のように重要とはいえ特異でもある新法に対応するために、既存の保
険カバー限度額を変更することは適切でないと考えております。いずれにせよ、偶発的な汚染に対し
て、カリフォルニア州裁判所が科す可能性がある罰金最高額に完全に対応できるだけの十分な保険カバ
ーが必要になるとしても、現在のグローバルな再保険市場での変更は実現不可能と考えます。しかしな
がら、現状でも、油濁損害 1事故 1隻当たり 10億米ドルの保険カバーが存在し、油流出対応費用や第
三者からのクレームのほか、クラブのルールに適合する場合に罰金もカバーされます。さらに、船種を
問わず、OPA90に定められるあらゆる責任限度額は、この範囲内で十分にカバーできる水準にありま
す。 
カリフォルニア州裁判所は、罰金額の決定に当たり、油濁事件に関して加重事由や軽減事由を考慮する
際、相当な裁量権を持っています。その際、考慮される事項としては、次のようなものがあります。 

1. 事故に至った事象を含む過失の程度 
2. 迅速かつ正確な通報 
3. 実効性ある対応と除去の取り組み 
4. 損害を受けた当事者への迅速かつ公正な補償 
5. 天然資源の修復措置 
6. 流出当事者の支払い能力 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

これに加え、IGが受けた法的助言によれば、たとえ法令で認められていても、裁判所は被告の支
払い能力を上回るほど過剰な刑罰を科すことはできません。 

また、IGでは、この新法から生じる業界の懸念に対処する可能性を探るため、引き続き提携パー
トナーとともに積極的な対策を講じてまいります。ただし、こうした対策を講じたとしても、カリ
フォルニア州での新法の施行日程は変わらない見通しです。 
国際 P&Iグループに所属するすべてのクラブが同様の回覧を発行しています。  
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（本回覧は、英文クラブ回覧を組合員各位の便宜のために日本語に仮訳したものです。） 
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